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2025 年度 高野山大学文学部教育学科 

総合型選抜Ⅰ期（オープンキャンパス参加型）実施要項 

 

１．入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

（１）文学部 

本学の教育理念である「『いのち』の営みを尊び、人間と環境・文化を理解し、人間性豊かで

創造性にあふれた人材を育成する」に共感し、密教・仏教の古典に学び、みずから考え行動しよ

うとする、学習意欲の高い学生を受け入れる。 

 

（２）教育学科 

教育学科では、以下のような学生を求めています。 

1．本学の建学の精神および教育目的を理解し、人間的成長と学ぶ幸せを願う人。 

2．教育について関心と意欲を持ち、大学での履修にふさわしい基礎的な学力を有する人。 

3．いのちを尊び、子どもたちやすべての人々に寄り添い、「利他」の精神を育もうとする人。 

4．学校や地域での活動に積極的に関わる気持ちを持つ人。 

5．探究心・好奇心を高め、社会に貢献する意欲を有する人。 

 

２．概要 

総合型選抜（オープンキャンパス参加型）は、オープンキャンパスで模擬授業を受講し小レポー

トを提出した後、面談により選抜します。 

対象となるいずれかのオープンキャンパスに参加して模擬授業を受講し、小レポートを作成・提

出したのち、後日面談を受け、最後に WEB（インターネット）出願サイトから出願します。 

なお、オープンキャンパスへの参加および模擬授業の受講、小レポートの提出は複数回行うこと

ができますが、面談の対象となる小レポートは 1種類のみです（大学が指定）。面談の通過後、出

願の際に受験料の支払いが必要になります。 

 

３．募集定員＝5名 〔教育学科 5名〕 

   （総合型選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期合わせて） 

 

４．出願資格 

（１）高等学校もしくは、中等教育学校を卒業した者、及び令和 7年（2025年）3月卒業見込

みの者。 

（２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、及び令和 7年（2025年）3月修了見

込みの者。 

（３）学校教育法施行規則第 150 条の規定（6，7 を除く）により、高等学校を卒業した者と

同等以上の学力があると認められる者、及び令和 7年（2025年）3月 31日までにこれ

に該当する見込みの者。 

○ 上記の１～３のいずれかに該当し、本学の教育学科に適性を有し、人物がすぐれ、健康で

ある者。 



５．選抜の流れ 

 
 

⑦合格発表

11/1(金)
大学から選考結果を郵送します。
※合格者は11/15までに入学手続きを行ってください。

⑥WEB出願

10/7(月)まで
（同日消印有効）

WEB出願サイトから出願する。受験料を支払い、入学志願票などの必要書類を
本学に郵送する。

⑤個人面談結果通知

９月下旬 大学から個人面談通過者に「出願許可通知」を郵送します。

④個人面談

9/14(土)、9/15(日)
左記いずれかの指定された日時に河内長野キャンパスで面談を受ける。
※小レポートの内容に関しても伺います。小レポートの写しを持参してください。

③調査書の郵送

9/9(月)まで
（同日消印有効）

調査書（高校3年生の１学期までの成績が記載されているもの）を本学に郵送す
る。

②面談日程を通知

8月下旬
大学から小レポート通過者に「面談案内通知」及び「小レポートの写し」を郵送する。
※複数回小レポートを提出された場合は、大学がその中の１つを指定し、郵送しま
す。

①オープンキャンパス参加

7/27(土)、8/22(木)、
8/23(金)

左記いずれかの日程のオープンキャンパスで模擬授業を受講し、小レポートを作
成・提出する。※小レポートの記入欄に面談希望日も記していただきます。模擬授
業の受講、小レポート作成は複数回チャレンジも可能です。



６．WEB 出願の流れ 

（１）大学から出願許可通知が届いたのち（「５．選抜の流れ」⑤参照）、大学 HPから WEB出願

サイトにアクセスする。 

（２）別紙「インターネット出願の手引き」を参考に出願登録を行い、受験料を支払う 

（３）入学志願票・宛名を印刷し、出願書類※を封入のうえ、大学へ郵送する（受験票は印刷し

てお手元に保管してください）。 

※出願サイト上で必ず修学支援等の情報を確認し、必要書類を印刷して記入したものも

同封してください。 

受験料および出願書類は、理由のいかんを問わず返還しません。 

７．出願書類 

（１）調 査 書 9月 9日（月）までに本学へ郵送（同日消印有効） 

第３学年１学期末までのもの。 

①  評定値の平均を記入したもので高等学校長が証明し厳封したもの。 

② 能力・適性等に関して記入のあるもの。 

（２）入学志願票 インターネット出願時に出力された用紙（A4 普通紙） 

（出力可能期間：10月 10日（木）～10月 19日（土）） 

（３）写 真 正面上半身脱帽、背景なし。出願前３ヶ月以内に撮影した写真を、 

インターネット出願時にアップロードすること。 

（４）受 験 料 30,000 円（インターネット出願時に支払い） 

注１：2024年 3月以前の高等学校の卒業者は以下の書類の提出が必要です。 

① 卒業（修了）証明書（高等学校・大学・短大）（2024年度発行のものに限る） 

② 成績・単位取得証明書（2024年度発行のものに限る） 

※成績が破棄されたなどの理由で、成績証明書の交付が受けられない場合は、成績保存期

間終了を証明する書類（成績証明書が発行できない旨の証明書・様式任意）を提出してく

ださい。 

③ 健康診断書（出願前３ヶ月以内に医師が作成したもの、様式は任意。項目例として身体測

定（身長・体重・視力など）、主な既往症、就学に際して健康管理上注意すべき疾患、胸部

X線撮影、などがあります。受診の医療機関にご相談ください） 

注２：高等学校卒業程度認定試験合格者は以下の書類の提出が必要です。 

① 高等学校卒業程度認定試験合格証明書・成績証明書、文部科学省発行のもの（2024年度発

行のものに限る） 

② 健康診断書（出願前３ヶ月以内に医師が作成したもの、様式は任意。項目例として身体測

定（身長・体重・視力など）、主な既往症、就学に際して健康管理上注意すべき疾患、胸部

X線撮影、などがあります。受診の医療機関にご相談ください） 

  



８．出願期間 

2024年 9月 13日（金）～10月 7日（月）消印有効  

９．書類送付先 

高野山大学願書受付係宛に送付してください。 

〒586-8511 大阪府河内長野市小山田町 1685（大阪千代田短期大学内） 

直接持参する場合は、受付窓口（河内長野キャンパス事務室）に提出してください。 

受付期間は、平日午前９時より午後５時です。 

１０．選考方法 

  （１）書類審査（調査書） 

  （２）小レポート（OC 参加時に提出した小レポート） 

  （３）面談 

以上、（１）（２）（３）によって裏面の評価方法に基づき総合的に判定します。 

１１．面談日時・場所 

面談日：2024年 9月 14日（土）、9月 15日（日）のいずれか（本学が指定した日時） 

場 所 ：高野山大学 河内長野キャンパス 

〒586-8511 大阪府河内長野市小山田町 1685（大阪千代田短期大学内） 

１２．合格発表 

合否は、発表日（2024年 11月 1日（金））に本人宛、速達で郵送します。学内掲示は行いま

せん。なお、電話等による問い合わせには一切応じられません。 

合格者には、同時に入学手続案内を送付します。 

１３．入学手続期間 

2024年 11月１日（金）～2024年 11月 15日（金）（辞退期限：2025年３月 31日） 

１４．お問い合わせ先：高野山大学 河内長野キャンパス  

〒586-8511 大阪府河内長野市小山田町 1685（大阪千代田短期大学内） 

TEL：0721-53-1101 

  



別表① ◆入学者選抜における選抜内容と選抜・評価方法一覧（2025 年度） 
  知 思 主 内      容 
総合型

選抜Ⅰ

期（オ

ープン

キャン

パス参

加型） 

調査書 
(20 点) 

○  ○ 高等学校での学習状況（学習における特徴・学習の記録、総合的な学習

の時間の内容等）・生活状況（特別活動・指導上参考となる諸事項等）に

ついてアドミッション・ポリシーに基づき評価する。 
小レポー

ト 
(100 点) 

○ ○  教育学科で学ぶにあたって必要な基礎的な能力（知識・技能、思考力、

判断力、表現力等）について判定する。 

面談 
(80 点) 

○ ○ ○ 複数の担当者による個人面談を行う。アドミッション・ポリシーに基づ

いて面談を行う。提出書類等について確認を行う場合がある。なお、面

談において不適格と判断した場合は他の成績に関わらず不合格とする。 
※知･･･知識・技能 思･･･思考力・判断力・表現力 主･･･主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度 

 

 

 

 

学校教育法施行規則（抜粋） 

第百五十条 学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定したもの 

二 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

過程を修了した者 

三 専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者 

四 文部科学大臣の指定した者 

五 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による

大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。） 

六 学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学さ

せる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

七 大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、十八歳に達したもの 

 

 


